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新潟市水道局 戸頭浄水場・巻浄水場運転監視業務委託仕様書 

 

第１章 総則 

 

（目 的） 

第１条 本仕様書は、新潟市水道局（以下「委託者」という。）が管理する取水施設、浄水施設および配水

施設等（以下「水道施設」という。）の運転監視業務（以下「業務」という。）を委託するにあたり、受

託者が当該業務を適正かつ円滑に行うため、これに関する仕様を定めることを目的とする。 

 

（文書主義） 

第２条 本仕様書に基づく指示、報告、承諾、協議等（以下「指示等」という。）は、原則として文書（電

子メールを含む。）により行うものとする。ただし、電子メールにより通知を行った場合は、速やかに同

一の内容の書面を相手方に交付するものとする。 

２ 前項の規定に係らず、災害発生や異常時等、緊急を要するやむを得ない場合は、指示等を口頭で行うこ

とができる。 

 

（業務の範囲および内容） 

第３条 業務の委託範囲および内容については、特記仕様書のとおりとする。 

 

（業務の履行） 

第４条 受託者は、水道事業の公共性および社会的重要性を認識した上で、契約書に定める事項、本仕様書

および関係する法令等を遵守し、委託者と連携し、安全かつ適切に業務を履行しなければならない。 

２ 本仕様書に定めのない事項、またはあらかじめ指示のない事項で業務遂行のために必要と認めるものは、

委託者と受託者が協議のうえ定めるものとする。 

 

（履行場所） 

第５条 業務の履行場所は、戸頭浄水場および巻浄水場とする。 

 

（運転監視等） 

第６条 受託者は、水道施設の運転監視を行うにあたり、設備の構造、動作特性および性能ならびに設備・

機器の重要性、目的等を熟知し、本仕様書、特記仕様書等（以下「仕様書等」という。）関係書類や各種マ
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ニュアルおよび関係法令に従い、委託者および仕様書等が定める管理目標設定の範囲内で行わなければなら

ない。 

２ 受託者は、常に安全な水道用水を安定して供給できるよう努めなければならない。 

３ 受託者は、事故等に際して、委託者から運転に係る指示があるときは、これにしたがって業務を行わなけ

ればならない。 

４ 受託者は、業務の履行に当たり常に創意工夫を心がけ、電力・薬品等の経費削減・エネルギー消費量削減

等の観点から運転の効率化を目指さなければならない。 

 

（業務の実施体制） 

第７条 受託者は、第４条に定める業務の履行に必要十分な実施体制を整え、履行場所ごとに交替業務は常

時２人以上の人員を配置し、業務にあたるものとする。 

２ 交替業務には必ず主任技術者１人以上を配置し、２人以上でそれぞれの浄水場に勤務するものとする。 

３ 受託者は、委託者からの指示が適切に行えるよう履行場所ごとに、常に勤務者の中から責任者を１名選任

すること。 

 

（就業条件） 

第８条 業務は日常業務および交替業務とし、就業時間は次の各号による。 

（１） 日常業務は、国民の祝日、休日、振替休日および年末年始の休日を除く月曜から金曜、午前８時

30 分から午後５時 15 分まで（以下「開庁時」という。）を原則とする。 

（２） 交替業務は通年、24 時間体制とする。 

２ 開庁時以外の時間帯（以下「閉庁時」という。）における交替業務従事者の常駐場所は、各浄水場中央

監視室および所定の事務室を原則とする。 

 

（業務従事者の要件） 

第９条  第４条に定める業務の履行に従事する者（以下「業務従事者」という。）の要件は、次のとおりと

する。 

（１） 現場責任者 

ア 次の（ア）～（ウ）のいずれか１つの資格と７年以上の浄水場運転監視実務経験を有し、運転監

視について高度な技術力および的確な判断力を有すること。 

（ア）水道法施行令第7条第1項に規定する水道技術管理者の資格 

（イ）水道浄水施設管理技士２級以上 
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（ウ）技術士（上下水道部門上水道および工業用水道） 

イ 受託者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。 

（２）主任技術者 

ア 次の（ア）～（ウ）のいずれか１つの要件を満たし、運転監視について高度な技術力および的確

な判断力を有するもの。 

（ア）水道浄水施設管理技士３級以上 

（イ）５年以上の浄水場運転監視実務経験 

（ウ）３年以上の浄水場と３年以上の浄水場以外の水道施設（下水道処理施設等を含む）の運転監視

実務経験 

イ 現場作業の専門職として自らの判断において業務を行う能力を有すること。 

（３） 前各号以外の技術者 

ア 交替業務に従事する場合は、３カ月以上の浄水場又は浄水場以外の水道施設（下水道処理施設等

を含む）の運転監視実務経験を有すること。 

イ 水道施設の運転操作について必要とされる技能を伴う補助業務が行えるもの。 

２ 交替業務の従事者は、原則として65歳以下とする。 

 

（現場責任者の配置） 

第１０条 受託者は、現場責任者を戸頭浄水場に配置し、常駐させるものとする。また、現場責任者が不在

となる時は、主任技術者の中から職務の代行者を選任すること。 

 

（現場責任者の職務） 

第１１条 現場責任者の職務は次の各号のとおりとする。 

（１） 現場の業務全体の最高責任者として、他の従事者の指揮、監督を行うものとする。 

（２） 浄水場等の施設、機器の特性を熟知し、その性能を十分発揮させるとともに、非常事態に迅速か

つ適切な対応ができる体制を整えるものとする。 

（３） 日常の業務執行状況を、適宜、委託者に報告するものとする。 

（４） 委託者が法的責任を果たすため、必要と認めた場合、業務に関する指示を現場責任者に対して行っ

たときは、その指示に従い業務を行わなければならない。 

 

（業務従事者の届出） 

第１２条  受託者は、業務に従事する者の履歴、職種、資格等を記載した業務従事者届を届出るものとし、



 

4/10 

事前に委託者の承諾を得ること。また、変更がある場合も同様とする。 

２ 受託者の業務従事者について業務の履行上著しく不適格と認められる場合は、委託者および受託者が協議

のうえ、当該業務従事者を変更することができる。 

 

（教育および訓練） 

第１３条 受託者は、業務従事者の教育および訓練を行い、本業務に関する技術上の知識および技能を習得

させ、技術レベルの向上、事故の防止に努めなければならない。 

２ 受託者は、自らの負担において業務着手までに配置予定の業務従事者に本業務の履行に必要な知識を習熟

させなければならない。 

３ 受託者は、委託者が実施する研修や事故対応訓練等に協力しなければならない。 

 

（緊急事態の体制） 

第１４条 受託者は、事故および災害時等の緊急事態に際し、業務従事者を非常招集できる体制を構築して

おかなければならない。 

２ 緊急事態が発生した場合は、受託者は前項で定める体制に従い、速やかに業務従事者を所定の場所に配

備するとともに、常にこれに対処できるように準備しなければならない。 

３ 受託者の緊急事態発生時の対応について、本業務の範囲において負担することが適当でないと認められ

る処置に要した費用については、委託者、受託者が協議し別途定めるものとする。 

  

 

（提出書類） 

第１５条 受託者は、本業務の履行にあたり、定められた期限内に次の各号の書類を３部提出しなければな

らない。 

（１） 着手届 

（２） 現場責任者選任届 

（３） 業務従事者名簿(業務従事者の履歴、取得資格等) 

（４） 業務実施体制表（現場管理および安全管理） 

（５） 業務実施計画書（年間および月間等の業務、緊急時対応体制、安全衛生管理、安全対策等） 

２ 受託者は、契約期間が満了したとき、満了の日から１週間以内に完了届を３部提出しなければならない。  

３ 受託者は、第１項に定める提出書類の内容について、提出後変更があった場合は、速やかにその旨を委

託者に届出なければならない。 
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第２章 作業要領 

 

（業務予定表） 

第１６条 受託者は、各月末日までに翌月の業務予定表を作成し委託者に提出の上、委託者の承諾を得なけ

ればならない。 

２ 提出された業務予定表に変更が生じた場合は、都度速やかに変更した業務予定表を委託者に提出しなけ

ればならない。 

 

（異常時の運転） 

第１７条 受託者は、故障または事故等の異常事態が発生した場合は、安全で安定した水を供給できるよう

最善の対応に努めるとともに、直ちに委託者に報告し、その指示に従い対応しなければならない。 

２ 断水または著しい減圧に関わる重大な故障または事故等が発生した場合は、受託者は直ちに委託者に連

絡をとり、その求めに応じて適切な措置をとらなければならない。 

３ 予測し得ない事象により、緊急回避として設備停止に至った場合については、直ちに委託者に報告し、

その指示に従い対応しなければならない。 

 

 

（業務の報告） 

第１８条 受託者は、所定の業務引継等により毎日の運転状況を委託者に報告しなければならない。なお、

必要に応じ現場において補足説明を行うなど、報告には万全を期さなければならない。 

２ 受託者は、毎月、業務報告書により当月分の履行実績を翌月５開庁日までに委託者に報告しなければな

らない。なお、報告書の様式等は別途定めるものとする。 

３ 受託者は、受託者が実施する点検や運転監視業務の過程等で、不具合箇所または故障箇所を発見したと

きは、応急処置を行うとともに委託者に速やかに報告しなければならない。 

４ 受託者は、本業務の履行により得た知識、操作方法等については適宜委託者に報告するものとする。 

５ 受託者は、本業務を効果的に実施するため、監視制御装置等の仕様について技術的または経済的に優れ

た改良点または問題点があるときは、その都度委託者に対して報告し協議するものとする。 

 

（設備変更に伴う業務の変更） 

第１９条 本業務の履行期間中に本業務の対象施設・設備に大きな変更があって、その結果、業務内容に変

更が発生したときは、その作業内容等について委託者と協議の上、決定するものとする。 
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（労働安全衛生管理） 

第２０条 受託者は、労働安全衛生法その他災害防止関係法令等を遵守して安全衛生管理を徹底するととも

に、業務従事者に対し常に労働安全の指導と向上を図り、労働災害の防止に努めなければならない。 

２ 受託者は、業務上危険が伴う作業については、事前に委託者の承諾を受けて行うものとする。 

３ 受託者は、業務従事者に対して、水道法第２１条に規定する定期的および臨時の健康診断を実施し、そ

の結果を委託者に提出し了承を得なければならない、なお、これらに係る費用については受託者が負担す

るものとする。 

４ 受託者は、前項の健康診断の結果、業務従事者に感染症等の疑いがあると認められるときは、委託者に

報告するとともに、その業務従事者の水道施設への立入禁止などの措置を講じなければならない。 

５ 受託者は、業務従事者に対して、健康管理に関する啓発行動に努めなければならない。また、業務従事

者に感染症疾患が発生したときは、本業務の履行に支障が生じないよう必要人員の確保に努めなければな

らない。 

６ 委託者は、受託者から感染症拡大防止のため、人員確保（業務体制の変更を含む。）について、書面に

て申し出があった場合は、受託者と協議するものとする。 

７ 受託者は、安全な水道水の製造、供給が使命であることを常に念頭におき、衛生管理には十分に留意し

なければならない。 

 

（火災の防止） 

第２１条 受託者は、火元責任者を選任し、火気の適正な取扱いおよび後始末を徹底し、火災の防止に努め

なければならない。 

２ 受託者は、閉庁時において、火災警報または火災が発生したときは、現場を確認し可能な場合は初期消

火に努めるものとする。また、速やかに関係機関に通報するとともに委託者に連絡するものとする。 

 

（盗難の防止等） 

第２２条 受託者は、履行場所における設備機器、備品、工具等の盗難および不法侵入者の防止に努めなけ

ればならない。 

２ 受託者は、施錠および解錠の管理を確実に行わなければならない。 

 

（清掃・整頓） 

第２３条 受託者は、業務場所の整理整頓を行い、常に清潔にしておかなければならない。 
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（入退場の記録） 

第２４条 受託者は、保安上および衛生管理上、当該浄水場で勤務している者以外の関係者が来場する際は、

必ず浄水場の入退場記録簿に記載しなければならない。 
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第３章 その他 

 

（事務室等の使用） 

第２５条 委託者は契約期間中、受託者に対して業務遂行に必要な事務室を無償で使用させる。 

２ 受託者は、使用にあたっては、節水、節電に努めるとともに備え付け器具等の維持管理は責任を持っ

て行い、故意または過失により委託者に損害を与えたときは、受託者はその損害を賠償しなければならな

い。 

３ 受託者が使用する事務室等の光熱水費は、本業務に関するものについては委託者が負担する。 

 

（貸与品） 

第２６条 委託者が業務遂行上必要と認められる資料および関係書類等（以下「資料等」という。）、工具、

試験器具等備品類については、委託者が無償で貸与する。 

２ 受託者は、貸与を受けた品については台帳等を作成してその保管状況を把握し、受託者の責による毀損、

盗難、紛失等があった場合は、弁償しなければならない。 

３ 受託者は、貸与された資料等は委託者の許可なく外部への持ち出し、または提供してはならない。 

 

（事務用品等） 

第２７条 業務遂行に要する事務用品および器具については、受託者の負担とする。 

 

（従業員の服装、態度等） 

第２８条 受託者は、従事者に清潔で安全な統一された服装をさせ、名札を着用させなければならない。 

２ 現場責任者には、その旨を明示した名札を着用させなければならない。 

３ 訪問者および電話の対応においては、相手に不快感を与えないなど、態度等に注意しなければならない。 

 

（引継ぎの義務） 

第２９条 受託者は、本業務の開始の日までに、本業務に先行して履行中の業務（以下「前業務」という。） 

の受託者から引継ぎを受け、本業務の遂行に支障をきたさないようにしなければならない。 

２ 受託者は、業務委託満了の日までに、本業務に引き続いて履行される業務（以下「後業務」という。）

の受託者に対して引継ぎを行わなければならない。 

３ 前 2 項に定める引継ぎ等に要する費用は、受託者（前業務および後業務を含む。）の負担とする。 
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（守秘義務） 

第３０条 受託者は、業務の履行過程で知り得た委託者の施設および関連情報を第三者に漏らしてはならな

い。また、契約期間終了後も同様とする。ただし、委託者に文書により承諾を得た場合はこの限りではな

い。 

２ 受託者は、委託者の承諾を得て管理している書類や図書を委託者の許可なく外部へ持ち出したり、第三

者に閲覧、複写、譲渡等をしてはならない。 

 

（業務の評価） 

第３１条 委託者は、毎月の業務報告書に基づき、委託業務の年次評価を行い受託者に通知する。 

２ 委託者の定める基準に満たない場合は、文書による改善を指示する。受託者は改善について最大限の努

力をするとともに、文書により改善報告書を提出するものとする。 

 

（業務に係る提案） 

第３２条 受託者は、本業務履行にあたり、施設、設備の改善および本業務の効率的な管理や運営方策に関

し、委託者に提案することができる。 

 

（受託者による施設の変更・改良） 

第３３条 本業務を効果的に実施するため、受託者は、事前に委託者の承諾を受けた上で、自己の責任と費

用により、施設の一部について必要最小限の範囲内で、必要な設備の設置、変更または改良を行うことが

できる。 

２ 受託者は、事前に委託者の承諾を受けた上で、自己の責任と費用により、遠隔監視装置やコンピュータ

ーシステムの導入等、履行場所内に業務に必要な設備、機器を設置することができる。 

３ 受託者は、承諾に基づく改良または設置等を行った場合は、その概要について委託者に報告すること。 

４ 受託者は、契約が終了した際は、前項に基づき改良若しくは改良等した施設を自己の責任と負担により、

原状に復旧し、設置した設備、機器を撤去しなければならない。ただし、委託者および受託者の協議により

別途定めた場合はこの限りでない。 

５ 第１項において、受託者が委託施設に設置した設備の所有権は、受託者に帰属する。 

６ 受託者は、委託者が行う施設の改造、修理等において、第１項および第２項で設置または改良などを行

った施設が支障となる場合は、自己の責任と負担により原状に復旧しなければならない。 

 

（情報セキュリティ） 
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第３４条 受託者は、ウィルスソフトの導入（更新）等の情報セキュリティ対策を講じること。 

２ 受託者は、セキュリティポリシーを定め、個人情報の外部漏洩を防止すること。 

３ 受託者は、情報セキュリティの詳細な内容については委託者と協議の上決定すること。 

 

（疑 義） 

第３５条 本仕様書に疑義を生じた場合または本仕様書に定めのない事項が生じた場合は、委託者と受託者

の協議のうえ定めるものとする。 


